
令和元年度第１回鳥取県食の安全推進会議 
 

  

令 和 元 年 ７ 月 ３ 日 （ 水 ） 

          午 後 ２ 時 か ら ４ 時 ま で  

    特別会議室（議会棟３階） 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 題 

（１）平成３０年度鳥取県食品衛生監視指導結果 

 

（２）平成３１年度鳥取県食品衛生監視指導計画（事業概要） 

 

（３）食品衛生法の改正に伴うＨＡＣＣＰ義務化に向けた導入支援について 

 

（４）食の安全安心交付金（水産事業、農薬事業）の事業評価について 

    

４ 閉  会 
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● 鳥取県食の安全推進会議とは 

食品安全基本法及び食品衛生法の規定に基づき、食品に関わる様々な県民と対話（リスクコミュニケーション）を

行い、得た情報を県の施策に反映させることを目的に設置された会議。 

【食品安全基本法】 

第 13 条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当っては、当該施策の策定に国民の意見を反映し、並びにその

過程の公正性及び透明性を確保するため、当該施策に関する情報の提供、当該施策について意見を述べる機会の付

与その他の関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。 

【食品衛生法】 

第 64 条第 2 項 都道府県知事等は、第 24 条第 1 項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更し

ようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。 



食品衛生法の改正に伴うＨＡＣＣＰ義務化に向けた導入支援 

 
１ 概要 
  改正食品衛生法が公布され、２０２１年６月までに原則全ての食品等事業者が「ＨＡＣＣＰに基

づく衛生管理」、「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの導入が義務付けられる
ため、新たな支援策を講じて県内事業者のＨＡＣＣＰ導入を支援します。 

 
図１ ＨＡＣＣＰ制度化のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）支援方針 

ア ｢ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理｣対象事業所（約５０） 
危害分析、重要管理点・モニタリング方法の設定など専門的な知識が必要であり、対象事業所

数も限られることから、保健所職員が引き続き悉皆的に直接導入指導を行います。 
 

イ ｢ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理｣対象事業者（約１２，０００） 
対象事業所数が膨大であることから、業界団体が作成した手引書を用いた外部委託による制度 

説明会や導入研修会を、ＨＡＣＣＰの自主的導入が難しいと考えられる零細事業所（約７，００ 
０件）を対象に開催して、重点的にＨＡＣＣＰ導入を推し進めます。 

また、営業許可件数の６割を占める飲食店については、更なる食の安全・安心確保の充実を図
るため、衛生管理計画を簡易に作成できるシステムを開発して衛生管理計画書の作成支援もする
ことで、加速度的にＨＡＣＣＰ導入を推し進めます。 

なお、零細以外の事業者に対しても引き続き保健所職員が随時相談対応します。 
 

図２ 新規支援事業の対象イメージ 
 
 区分 飲食店 飲食店以外 

｢ＨＡＣＣＰの考え方 
を取り入れた衛生管理｣ 
（約１２，０００） 

零細事業所 
（従業員４人未満） 

１.導入研修会の開催 
２.衛生管理計画の 

作成支援 
３.運用の確認 
４.融資の活用 

（４，２００） 

１.導入研修会の開催 
２.運用の確認 
３.融資の活用 
 
 

（２，８００） 
零細以外 

（５，０００） 
１.相談対応 
２.運用の確認 
３.融資の活用 

｢ＨＡＣＣＰに基づく 
衛生管理｣（約４５） 大手事業所 

１.悉皆的指導 
２.導入研修会の開催 
３.補助金の活用（改正） 

※ 赤字部分が新規支援 
 

資料３ 



２ 新規支援 
（１）ＨＡＣＣＰ導入研修会の開催 
   外部講師を招いてＨＡＣＣＰの自主導入が難しいと考えられる零細事業所を対象に業界団体

が作成した手引書を用いた制度説明会や導入研修会を鳥取市と連携して開催します。 
 

 開催予定回数（中部域・西部域） 
２０１９年度 ２０回 
２０２０年度 ６３回 
２０２１年度 １０回 

合計 ９３回 
                 表１ 導入研修会等開催回数  ※ 東部域は鳥取市が開催 

 
 

（２）衛生管理計画の作成支援 
   県民が利用する機会が多く、事業所数も多い飲食店は、食の安全・安心確保の充実を図るため

に優先的な導入が求められることから、衛生管理計画を簡易に作成できるシステムを開発して、
衛生管理計画書の作成を支援します。 

 
図３ 衛生管理計画書イメージ（小規模な一般飲食店の手引書より） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ①衛生管理計画             ②記録様式         
 
 
（３）ＨＡＣＣＰ運用状況の確認 
   ＨＡＣＣＰ導入研修会を受講してＨＡＣＣＰを導入した事業所を（一社）鳥取県食品衛生協会

の食品衛生推進員が巡回し、ＨＡＣＣＰの運用をフォローアップします。 
 
 
（４）ＨＡＣＣＰ適合施設認定取得支援補助金の制度改正 
   「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理」に取り組む事業者の補助金利用の増加が見込まれることから、

補助対象者数及び補助限度額を見直すとともに、施設整備費に加えてコンサルタント委託料も補
助対象とします。（補助率１／２） 

 現行 改正案 
限度額 ３００万円 １５０万円※ 

対象経費 
①構造物の建造、改良、据付に要する経費 
②機械及び装置の購入に要する経費 
③器具及び備品の購入に要する経費 

①～③ 同左 
④ＨＡＣＣＰ導入に係る助言等を外部専門 

家に委託するために要する経費 
表２ 改正（案）新旧対象表     ※ 過去４年の実績平均 

 
 
（５）ＨＡＣＣＰ義務化の周知広報 
   チラシ、ポスター等を作成して県民にもＨＡＣＣＰ義務化を広く周知して県内全体でＨＡＣＣ

Ｐ導入の気運醸成を図ります。 


